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（参考）基金事業における各主体の役割
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研究開発・社会実装計画
の作成

プロジェクト
担当課室
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基本方針の審議

基本方針の作成

交付要綱・実施要領の作成

研究開発・社会実装計画
の審議

基金造成
プロジェクトの

公募・審査・採択・
契約/交付・検査・支払

技術面・事業面の
の審査

経営面の審査

提案・事業開始
※応募時に事業戦略ビジョンを提出
※面接審査では担当役員以上が出席

技術面・事業面
の専門家の助言

①基本方針の策定
（2021.３まで）

②プロジェクトの組成
（2021.3以降順次）

③プロジェクトの実施
（2021.4以降順次）

取組状況
のモニタリング

プロジェクト全体
の進捗確認

④プロジェクトの評価
（2021年以降、毎年）

⑤プロジェクトの終了
（完了又は中止時）

プロジェクト(の一部)の
中止意見の最終決定

参加
※WGには原則経営者が出席

プロジェクト(の一部)の
改善点指摘・中止意見

完了 又は 中止

社会実装計画
の確認

（プロジェクト予算の
過不足の確認）

（分野別資金配分方針の
変更、留保枠の活用）

（研究開発・社会実装計画
の変更）

（研究開発・社会実装計画
の変更）

※カッコ及び破線は、必要に応じて実施

中止の要望

プロジェクト(の一部)の中止・
一部返還請求

（研究開発・社会実装計画
の変更）

（基金事業の責任主体）

（プロジェクトの責任主体）

（基金事業の実施主体）

（実務的な審査・助言）

（プロジェクトの助言）

（基金事業の助言）

部会・WGの事務局業務
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